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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】静止画表示時に再書き込みのタイミングを検知
する手段を持つ低消費電力型の液晶表示装置及びその駆
動方法を提供することを課題とする。
【解決手段】液晶表示パネル側から照射される光の照度
を検出する光センサ７５０を液晶表示パネルの端部近傍
に設置し、極めてオフ電流の低いトランジスタを使用し
た液晶表示パネルの表示領域の画素とモニタ用画素に電
位を供給して静止画を表示させ、少なくともモニタ用画
素の液晶層７３０を透過した光を光センサ７５０で検出
させ、その照度の変化率が既定値に達したときに、液晶
表示パネルの表示領域の画素及びモニタ用画素に再度電
位を供給し、静止画像を維持させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を透過する機能を有する第１の画素電極と、光を反射する機能を有する第２の画素電
極と、を有し、
　前記第１の画素電極と、前記第２の画素電極とは、絶縁膜を介して重なる領域を有し、
　前記第１の画素電極上に前記絶縁膜を有し、
　前記絶縁膜上に前記第２の画素電極を有し、
　前記第２の画素電極は、複数の開口部を有し、
　前記開口部において、前記第１の画素電極は、前記第２の画素電極の上面よりも突出し
た領域を有することを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記トランジスタは、チャネル形成領域を含む酸化物半導体層を有することを特徴とす
る表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、静止画を表示できる表示装置及びその駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
複数の画素がマトリクス状に配置され、各画素に表示素子、及び該表示素子に接続された
スイッチングトランジスタが設けられたアクティブマトリクス型の表示装置が知られてい
る。
【０００３】
また、金属酸化物をチャネル形成領域とするトランジスタを画素電極の各々に接続するス
イッチング素子に用いるアクティブマトリクス型の表示装置が注目を集めている（特許文
献１及び特許文献２）。
【０００４】
アクティブマトリクス型の表示装置に適用できる表示素子としては、例えば液晶素子や、
電気泳動方式などを用いた電子インクをその例に挙げることができる。液晶素子を適用し
たアクティブマトリクス型の液晶表示装置は、液晶素子の豊かな階調と高速動作の特徴を
活かし、動画または静止画の表示用途に幅広く用いられている。
【０００５】
また、電子インクの多くは電力の供給を停止した後も表示画像が維持される特性、所謂メ
モリ性を有する表示素子であるため、電子インクを適用したアクティブマトリクス型の表
示装置は、消費電力が極めて少ないという特徴を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１２３８６１号公報
【特許文献２】特開２００７－９６０５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
従来のアクティブマトリクス型の表示装置が有するスイッチングトランジスタには、オフ
電流が大きいシリコン系の材料が用いられており、オフ状態であっても画素に書き込んだ
信号がトランジスタを介して漏れて消失してしまうという特徴があった。従って、表示素
子がメモリ性を有していない場合、従来のアクティブマトリクス型の表示装置では、たと
え同一画像であっても頻繁に信号を書き込み直す必要が生じ、消費電力を低減することが
困難であった。



(3) JP 2017-33001 A 2017.2.9

10

20

30

40

50

【０００８】
また、メモリ性を有する表示素子の多くは動作が遅く、画素に設けたスイッチングトラン
ジスタが高速に動作してもそれに追従することができず、動画の表示や階調の豊かな表現
が困難であった。
【０００９】
本発明は、このような技術的背景のもとでなされたものであり、動画の表示や階調の豊か
な表現が可能で、静止画表示時には画素への書き込み回数を削減できる構成と書き込みの
タイミングを検知する手段を併せ持つ低消費電力型の液晶表示装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明の一態様は、液晶表示装置における静止画の表示方法において、表示を維持するた
めの画素電位の再書き込みを光センサで判別されたタイミングで行うことを特徴とする表
示装置及び表示装置の駆動方法である。
【００１１】
本明細書で開示する本発明の一態様は、液晶表示パネルと、液晶表示パネルの駆動回路と
電気的に接続された表示制御回路と、表示制御回路と電気的に接続されたバックライト部
と、液晶表示パネルに設けられた照度モニタ用の表示を行うモニタ用画素と、表示制御回
路と電気的に接続された光センサと、を有し、光センサは、モニタ用画素の液晶層を透過
した光を検出できる位置に設置されていることを特徴とする表示装置である。
【００１２】
本明細書で開示する本発明の一態様は、液晶表示パネルと、液晶表示パネルの駆動回路と
電気的に接続された表示制御回路と、液晶表示パネルに設けられた照度モニタ用の表示を
行うモニタ用画素と、表示制御回路と電気的に接続された光センサと、を有し、光センサ
は、モニタ用画素を反射した光を検出できる位置に設置されていることを特徴とする表示
装置である。
【００１３】
光センサには、可視光線の波長領域に光感度を持つ物を使用でき、同波長領域にピーク感
度を有しているものが好ましい。
【００１４】
照度モニタ用の表示を行うモニタ用画素は、表示領域の外側に形成され、モニタ用画素を
透過または反射した光の進行方向に光センサを設置する。この構成により、光センサの検
出感度を向上させることができる。このとき、光センサには導光板を通して光を入射させ
ても良い。
【００１５】
本明細書で開示する本発明の他の一態様は、液晶表示パネルの表示領域の画素に電位を供
給して静止画を表示させ、液晶表示パネルのモニタ用画素に電位を供給して静止画を表示
させ、少なくともモニタ用画素の液晶層を透過したバックライトからの光を光センサで検
出させ、光センサで検出された光の照度の変化率が既定値以上に達したときに、液晶表示
パネルの表示領域の画素及びモニタ用画素に電位を再度供給し、静止画を維持させること
を特徴とする表示装置の駆動方法である。
【００１６】
また、本明細書で開示する本発明の他の一態様は、液晶表示パネルの表示領域の画素に電
位を供給して静止画を表示させ、液晶表示パネルのモニタ用画素に電位を供給して静止画
を表示させ、液晶表示パネルの周囲の外光を第１の光センサで検出させ、少なくともモニ
タ用画素の液晶層を透過し、かつ液晶表示パネルの内部で反射された外光を第２の光セン
サで検出させ、第１の光センサで検出された外光照度の変化率と第２の光センサで検出さ
れた反射光照度の変化率との差分から液晶表示パネルの画素電位の低下による反射光照度
の変化率を算出し、液晶表示パネルの画素電位の低下による反射光照度の変化率が既定値
以上に達したときに、液晶表示パネルの表示領域の画素及びモニタ用画素に電位を再度供
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給し、静止画を維持させることを特徴とする表示装置の駆動方法である。
【００１７】
上記駆動方法において、画素に電位を再書き込みする際には、画素電位を段階的に上げて
いき、急激に画質を回復させることなく、徐々に画質を回復させるようにすることが好ま
しい。
【発明の効果】
【００１８】
静止画表示において、画素への書き込み回数を削減できる構成と書き込みのタイミングを
検知する手段を併せ持つ低消費電力型の液晶表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】液晶表示装置を説明するブロック図。
【図２】液晶表示装置と光センサの位置関係を示す図
【図３】液晶表示装置の画素の等価回路の一例を示す図。
【図４】液晶表示装置の動作について説明する図。
【図５】液晶表示装置の動作について説明する図。
【図６】液晶表示装置の動作について説明する図。
【図７】液晶表示装置を説明する斜視図。
【図８】液晶表示装置の画素部の上面構造図及び断面構造図。
【図９】液晶表示装置の画素部の断面構造図。
【図１０】液晶表示装置の画素部の断面構造図。
【図１１】液晶表示装置の画素部の上面構造図及び断面構造図。
【図１２】液晶表示装置に適用できるトランジスタの一形態を説明する図。
【図１３】液晶表示装置に適用できるトランジスタの作製方法の一形態を説明する図。
【図１４】液晶表示装置の画素部の一例を示す上面構造図。
【図１５】液晶表示装置の画素部の断面構造図。
【図１６】液晶表示装置の画素部の断面構造図。
【図１７】表示装置の外観図及び充放電制御回路のブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
以下では、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は
以下の説明に限定されず、その形態および詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれ
ば容易に理解される。また、本発明は以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈さ
れるものではない。
【００２１】
（実施の形態１）
本実施の形態では、静止画モードと動画モードを有する液晶表示装置について図面を用い
て説明する。また、静止画モードにおける画素への再書き込み動作のタイミングを決定す
る手段についても説明する。
【００２２】
まず、図１に示す透過型液晶表示装置のブロック図を用いて、本明細書に係る表示装置１
００の各構成について説明する。本実施の形態の表示装置１００は、画像処理回路１１０
、表示パネル１２０、及びバックライト部１３０を少なくとも有する。ただし、バックラ
イト部１３０を除いて、半透過型液晶表示装置としても良い。
【００２３】
また、本実施の形態の表示装置１００は、接続された外部機器から制御信号、画像信号、
電源電位が供給されている。制御信号としてはスタートパルスＳＰ、及びクロック信号Ｃ
Ｋ、画像信号としては画像信号Ｄａｔａ、電源電位としては高電源電位Ｖｄｄ、低電源電
位Ｖｓｓ、及び共通電位Ｖｃｏｍが供給される。
【００２４】
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なお、高電源電位Ｖｄｄとは、基準電位より高い電位のことであり、低電源電位Ｖｓｓと
は基準電位以下の電位のことをいう。高電源電位Ｖｄｄ及び低電源電位Ｖｓｓは、ともに
薄膜トランジスタが動作できる程度の電位であることが望ましい。なお、高電源電位Ｖｄ
ｄ及び低電源電位Ｖｓｓを併せて電源電圧と呼ぶこともある。
【００２５】
また、共通電位Ｖｃｏｍは、画素電極に供給される画像信号の電位に対して基準となる電
位であればよく、一例としてはグラウンド電位であってもよい。
【００２６】
画像信号Ｄａｔａは、ドット反転駆動、ソースライン反転駆動、ゲートライン反転駆動、
フレーム反転駆動等に応じて適宜反転させて表示パネル１２０に入力される構成とすれば
よい。また、画像信号がアナログの信号の場合には、Ａ／Ｄコンバータ等を介してデジタ
ルの信号に変換して表示装置１００に供給すると良い。この構成とすることで、画像信号
の差分検出が容易となる。
【００２７】
次に、本発明の一態様における画像処理回路及び周辺装置について図面を用いて説明する
。
【００２８】
画像処理回路１１０は、記憶回路１１１、比較回路１１２、及び表示制御回路１１３を有
する。画像処理回路１１０は、入力した画像信号Ｄａｔａから表示パネル信号とバックラ
イト信号を生成する。表示パネル信号は、表示パネル１２０を制御する画像信号であり、
バックライト信号はバックライト部１３０の制御信号である。
【００２９】
記憶回路１１１は、複数のフレームに関する画像信号を記憶するための複数のフレームメ
モリを有する。記憶回路１１１が有するフレームメモリの数は特に限定されるものではな
く、複数のフレームに関する画像信号を記憶できる素子であればよい。なお、フレームメ
モリは、例えばＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ
）、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の記憶素
子を用いて構成すればよい。
【００３０】
また、フレームメモリは、フレーム期間毎に画像信号を記憶する構成であればよい。フレ
ームメモリの画像信号は、比較回路１１２及び表示制御回路１１３により選択的に読み出
されるものである。なお、図中のフレームメモリ１１１ｂは、１フレーム分のメモリ領域
を概念的に図示するものである。
【００３１】
比較回路１１２は、記憶回路１１１に記憶された連続するフレームの画像信号を選択的に
読み出して、当該画像信号間での比較を画素毎に行い、差分を検出するための回路である
。
【００３２】
選択回路１１５は、例えばトランジスタで形成される複数のスイッチを設ける構成とする
。比較回路１１２が検出した画像信号の差分の有無から動画信号であるか、静止画信号で
あるかを判断し、記憶回路１１１内のフレームメモリから画像信号を表示制御回路１１３
へ出力するか否かを選択する回路である。
【００３３】
表示制御回路１１３は、表示パネル１２０に選択回路１１５で選択された画像信号、及び
制御信号（具体的にはスタートパルスＳＰ、及びクロック信号ＣＫ等の制御信号の供給ま
たは停止の切り替えを制御するための信号）を供給し、バックライト部１３０にバックラ
イト信号（具体的にはバックライト制御回路にバックライトの点灯、及び消灯を制御する
ための信号）を供給する回路である。
【００３４】
なお、本実施の形態の液晶表示装置に設けられるソフトウエアによって画像ソースが動画
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であるか静止画であるかの判断を行う場合は、これら記憶回路１１１、比較回路１１２、
選択回路１１５の動作は必要としない。または、これら回路を設けなくても良い。
【００３５】
バックライト部１３０は、バックライト制御回路及び発光部を有する。発光部は、表示装
置１００の用途に応じて選択すればよく、例えばフルカラーの画像を表示する場合は、光
の三原色を含む光源を発光部に用いる。本実施の形態では、発光部には、例えば白色の発
光素子（例えばＬＥＤ）を用いる。なお、本明細書ではバックライト部１３０に用いる発
光部のことを単にバックライトとも呼ぶ。
【００３６】
なお、バックライト部１３０のバックライト制御回路には、表示制御回路１１３からバッ
クライトを制御するバックライト信号、及び電源電位が供給される。
【００３７】
表示パネル１２０は、画素部１２２、及びスイッチング素子１２７を有する。本実施の形
態では、表示パネル１２０は第１の基板と第２の基板を有し、第１の基板には駆動回路部
１２１、画素部１２２、及びスイッチング素子１２７が設けられている。また、第２の基
板には共通接続部（コモンコンタクトともいう）、及び共通電極部１２８（コモン電極部
、または対向電極部ともいう）が設けられている。なお、共通接続部は、第１の基板と第
２の基板を電気的に接続するものであって、共通接続部は第１の基板上に設けられていて
もよい。
【００３８】
画素部１２２には、複数のゲート線１２４、及び信号線１２５が設けられており、複数の
画素１２３がゲート線１２４及び信号線１２５に環囲されてマトリクス状に設けられてい
る。なお、本実施の形態で例示する表示パネル１２０においては、ゲート線１２４はゲー
ト線駆動回路１２１Ａから延在し、信号線１２５は信号線駆動回路１２１Ｂから延在して
いる。
【００３９】
また、画素１２３はトランジスタ、該トランジスタに接続された画素電極、容量素子、及
び表示素子を有する。本実施の形態では表示素子に液晶素子を用いる。
【００４０】
液晶素子の一例としては、液晶の光学的変調作用によって光の透過又は非透過を制御する
素子がある。その素子は、一対の電極と液晶層により構成されることが可能である。なお
、液晶の光学的変調作用は、液晶にかかる電界（即ち、縦方向の電界）によって制御され
る。
【００４１】
具体的な液晶素子の一例としては、ネマチック液晶、コレステリック液晶、スメクチック
液晶、ディスコチック液晶、サーモトロピック液晶、リオトロピック液晶、低分子液晶、
高分子分散型液晶、強誘電液晶、反強誘電液晶、主鎖型液晶、側鎖型高分子液晶、バナナ
型液晶などを挙げることができる。また液晶の駆動方法としては、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ
　Ｎｅｍａｔｉｃ）モード、ＳＴＮ（Ｓｕｐｅｒ　Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）モ
ード、ＩＰＳ（Ｉｎ　Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モード、ＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａ
ｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モード、ＯＣＢ（Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅ
ｄ　Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ）モード、ＥＣＢ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌｌｅｄ　Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ）モード、ＦＬＣ（Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔ
ｒｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）モード、ＡＦＬＣ（ＡｎｔｉＦｅｒｒｏｅｌｅ
ｃｔｒｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）モード、ＰＤＬＣ（Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｄｉ
ｓｐｅｒｓｅｄ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）モード、ＰＮＬＣ（Ｐｏｌｙｍｅｒ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）モード、ゲストホストモードなどがあ
る。
【００４２】
駆動回路部１２１は、ゲート線駆動回路１２１Ａ、信号線駆動回路１２１Ｂを有する。ゲ
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ート線駆動回路１２１Ａ、信号線駆動回路１２１Ｂは、複数の画素を有する画素部１２２
を駆動するための駆動回路であり、シフトレジスタ回路（シフトレジスタともいう）を有
する。
【００４３】
なお、ゲート線駆動回路１２１Ａ、及び信号線駆動回路１２１Ｂは、画素部１２２または
スイッチング素子１２７と同じ基板に形成されるものでもよいし、別の基板に形成される
ものであってもよい。
【００４４】
なお、駆動回路部１２１には、表示制御回路１１３で制御された高電源電位Ｖｄｄ、低電
源電位Ｖｓｓ、スタートパルスＳＰ、クロック信号ＣＫ、画像信号Ｄａｔａが供給される
。
【００４５】
端子部１２６は、画像処理回路１１０が有する表示制御回路１１３が出力する所定の信号
（高電源電位Ｖｄｄ、低電源電位Ｖｓｓ、スタートパルスＳＰ、クロック信号ＣＫ、画像
信号Ｄａｔａ、共通電位Ｖｃｏｍ等）等を駆動回路部１２１に供給する入力端子である。
【００４６】
スイッチング素子１２７は、表示制御回路１１３が出力する制御信号に応じて、共通電位
Ｖｃｏｍを共通電極部１２８に供給する。スイッチング素子１２７としては、トランジス
タを用いることができる。トランジスタのゲート電極を表示制御回路１１３に接続し、ソ
ース電極またはドレイン電極の一方を、端子部１２６を介して共通電位Ｖｃｏｍに接続し
、他方を共通電極部１２８に接続すればよい。なお、スイッチング素子１２７は駆動回路
部１２１、または画素部１２２と同じ基板に形成されるものでもよいし、別の基板に形成
されるものであってもよい。
【００４７】
共通接続部は、スイッチング素子１２７のソース電極またはドレイン電極と接続された端
子と、共通電極部１２８を電気的に接続する。
【００４８】
また、共通接続部の具体的な一例としては、金属の導電粒子または、絶縁性球体に金属薄
膜が被覆された導電粒子を用いて電気的な接続を図ればよい。なお、共通接続部は、第１
の基板及び第２の基板に複数箇所設けられる構成としてもよい。
【００４９】
共通電極部１２８は、画素部１２２に複数設けられた画素電極と重畳して設ける。また、
共通電極部１２８、及び画素部１２２が有する画素電極は、多様な開口パターンを有する
形状としてもよい。
【００５０】
次に、画像処理回路１１０が信号を処理する手順について説明する。
【００５１】
本実施の形態ではフレーム間の差分の大きさにより、表示制御回路１１３及び選択回路１
１５の動作を決定する。当該比較回路１１２がいずれかの画素でフレーム間の差分を検出
した場合、比較回路１１２は画像信号が静止画ではないと判断し、差分を検出した連続す
るフレームを有する期間の画像信号は動画であると判断する。
【００５２】
一方、比較回路１１２での画像信号の比較により、全ての画素で差分が検出されない場合
、当該差分を検出しなかったフレーム期間の画像信号は、静止画であると判断する。
【００５３】
ここで動画とは、複数のフレームに時分割した複数の画像を高速に切り替えることで人間
の目に動く画像として認識される画像をいう。具体的には、１秒間に６０回（６０フレー
ム）以上画像を切り替えることで、滑らかな動画として人が認識できるものとなる。また
、静止画とは、動画と同様に複数のフレーム期間に時分割した複数の画像を高速に切り替
えて動作させるものの、連続するフレーム、例えばｎフレーム目と、（ｎ＋１）フレーム
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目とで変化しない画像信号で表示される画像のことをいう。
【００５４】
すなわち比較回路１１２は、連続するフレームの画像信号の差分の検出によって、動画を
表示するための画像信号であるか、または静止画を表示するための画像信号であるかの判
断をする回路である。なお、比較回路１１２は、差分の絶対値の大きさによって、差分の
検出の判断をする設定とすればよい。
【００５５】
比較回路１１２が連続するフレーム間に差分を検出しない場合、すなわち画像が静止画の
際には、選択回路１１５は、記憶回路１１１内のフレームメモリから表示制御回路１１３
への出力を停止する。画像信号をフレームメモリより表示制御回路１１３に出力しない構
成とすることにより、表示装置の消費電力を削減できる。
【００５６】
また、本実施の形態においては、比較回路１１２が連続するフレームの画像信号に差分を
検出することにより当該画像が動画または静止画であることの判断を行う構成について示
したが、表示画像のモード切り替え機能を有していてもよい。モード切り替え機能は、当
該表示装置の利用者が手動または外部接続機器を用いて当該表示装置の動作モードを選択
することで動画モードまたは静止画モードを切り替える機能である。
【００５７】
選択回路１１５は、モード切り替え回路から入力される信号に応じて、画像信号を表示制
御回路１１３に出力することもできる。
【００５８】
例えば、静止画モードで動作している際に、モード切り替え回路から選択回路１１５にモ
ード切り替え信号が入力されたとする。そうすると、比較回路１１２が連続するフレーム
期間での画像信号の差分を検出していない場合であっても、記憶回路１１１から選択回路
１１５に入力される画像信号を順次表示制御回路１１３に出力する動画モードに切り替え
ることができる。また、動画表示モードで動作している際に、モード切り替え回路から選
択回路１１５にモード切り替え信号が入力された場合、上記とは逆の動作で静止画表示モ
ードに切り替えることができる。その結果、本実施の形態の表示装置では、動画中の１フ
レームが静止画として表示される。
【００５９】
なお、前述した様に、本実施の形態の表示装置に設けられるソフトウエアによって画像ソ
ースの形態（動画であるか、静止画であるか）の判断を行う場合は、記憶回路１１１、比
較回路１１２、選択回路１１５は上述した動作を行わない。ソフトウエアで画像ソースの
形態が判断される場合は、画像信号とともに画像モードの制御信号が表示制御回路１１３
に直接入力され、表示の制御がなされる。
【００６０】
また、画像ソースの形態の判断を上記回路（ハードウエア）で行うか、ソフトウエアで行
うかの切り替えが行える機能を表示装置に付加させても良い。なお、画像ソースの形態の
判断をソフトウエアのみで行う機能とした表示装置では、記憶回路１１１、比較回路１１
２、選択回路１１５は省かれていても良い。
【００６１】
また、本実施の形態で例示される表示装置は、当該表示装置が置かれている環境の明るさ
を検出できる光センサ１１６を有していてもよい。光センサ１１６で検出された照度によ
って表示制御回路１１３は、表示パネル１２０の駆動方法を変えることができる。
【００６２】
例えば、光センサ１１６が外光不足、すなわち暗い環境であることを検知すると、光セン
サ１１６は直接または他の回路を通して表示制御回路１１３に信号を送り、表示制御回路
１１３は省電力化と認識性向上のためにバックライトの照度の制御を行う。透過型液晶表
示装置の場合は、明るい場所よりも暗い場所の方が認識性が高いため、暗い場所では輝度
を下げるように制御することが好ましい。また、半透過型液晶表示装置の場合は、消灯し
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ていたバックライトを点灯することで表示の認識性を高めることが好ましい。環境の明暗
が逆に変化した場合は、バックライトには上記と逆の制御が行われることが好ましい。
【００６３】
次に、静止画モードにおける画素への信号の再書き込み動作（リフレッシュ動作）につい
て説明する。
【００６４】
本発明の一態様では、表示装置の画素１２３にはオフ電流が低減されたトランジスタを用
いる。トランジスタがオフ状態のとき、オフ電流が低減されたトランジスタに接続された
表示素子、及び容量素子に蓄えられた電荷は、オフ状態のトランジスタを介して漏れ難い
。従って、トランジスタがオフ状態になる前に書き込まれた状態を長期間に渡って保持で
きる。
【００６５】
しかしながら、極微量であってもオフ電流が流れるため、完全な不揮発型とはならず、表
示を維持するには必要に応じて画素への書き込みを繰り返して行わなければならない。ま
た、トランジスタのオフ電流には温度依存性があり、温度が高くなるとオフ電流は上昇し
てしまう。この様に表示装置の動作環境によって、トランジスタのオフ電流が変化すると
画素が一定の電位を保持できる時間も変化し、表示の維持に必要な信号の再書き込み（リ
フレッシュ動作）の最適な間隔も一定ではなくなってしまう。
【００６６】
あらゆる環境下で表示を維持する手段として、リフレッシュ動作を一定時間の間隔で行う
ことで画素に電位を保持させることができる。しかしながら、その間隔は想定される最も
厳しい動作環境に合わせなければならず、リフレッシュ動作の間隔を固定すると省電力化
が不十分となってしまう。より省電力化を高めるには、動作環境にあわせてリフレッシュ
動作が必要なときに行うことが好ましい。
【００６７】
その方法として、実際の表示状態をモニタし、その変化を検知することによってリフレッ
シュ動作のタイミングを決定する手段を用いることができる。具体的には、液晶表示パネ
ル側から照射される光の照度を検出する光センサ１１７を用いる。
【００６８】
光センサ１１７は、直接または他の回路を通して表示制御回路１１３に接続されており、
液晶表示パネル側から照射される光の照度の変化率が既定値以上に達したところで表示領
域の画素及び、後述するモニタ用画素のリフレッシュ動作を行う。なお、本実施の形態に
おける光センサとは、少なくとも光電変換素子部を有するものであり、必ずしも増幅や演
算などの機能を併せ持つ必要はなく、これらは他の回路で行っても良い。
【００６９】
光センサには、可視光線に感度を有する受光素子を用いることができる。更に好ましくは
、可視光線の波長領域に対してピーク感度を有しているものを用いる。また、その受光部
を液晶表示パネル側からの光が入射されるように設置する。
【００７０】
図２は、液晶表示装置と光センサの位置関係を示した模式図である。なお、トランジスタ
や偏光板などは図示を省略してある。図２（Ａ）は透過型液晶表示装置の一例を表したも
のであり、トランジスタが形成された第１の基板７１０と対向側の第２の基板７２０が液
晶層７３０を挟持し、バックライト部７４０を第１の基板７１０側に備えている。光セン
サ７５０は、第２の基板７２０の上方に設置され、液晶層７３０を通過したバックライト
光は図中矢印を例とする光路で該光センサに入射する。ここで、光センサ７５０は、図１
の光センサ１１７に相当する。
【００７１】
このとき、光センサ７５０には導光板７８０を通して光を入射させても良い。導光板７８
０を用いることで光センサ７５０を任意の位置に設置することができる（図２（Ｂ）参照
）。また、光センサは１つに限らず複数でも良く、液晶表示パネルの表示領域の外側であ
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れば位置やサイズは問われない。
【００７２】
光センサ７５０の下部に点線枠で記した液晶層を含む領域７６０には、光の検出感度向上
のためにモニタ用画素が形成されている。該光センサは、このモニタ用画素の液晶層７３
０を通過した光を主に検出する。このモニタ用画素は、表示領域の外側の筐体７００で覆
われる領域に形成されており、その上部にある光センサ７５０は筐体７００の開口部７７
０からは直接光が入射しない位置に設置する。ここで、モニタ用画素は一箇所に限らず、
光センサの位置と数に合わせれば良い。また、モニタ用画素の大きさや画素数は任意であ
り、光センサの感度や液晶表示パネルの設計に合わせて実施者が決定すれば良い。
【００７３】
モニタ用画素には、電位を供給して表示を行い、光センサを用いてその透過光の経時変化
をモニタする。例えば、ノーマリーホワイトの液晶装置では、画素電位の低下により黒表
示から白表示へと変化する過程があり、その変化率が既定値以上に達した時点をリフレッ
シュ動作を行うタイミングとすることができる。ノーマリーブラックの液晶装置では、画
素電位の低下により白表示から黒表示へと変化する過程がある。もちろん、これらは完全
な白表示や黒表示である必要はなく、中間調状態においてその変化が検出できれば良い。
また、モニタ用画素にカラーフィルタが含まれていても良い。
【００７４】
液晶素子がノーマリーホワイトであるかノーマリーブラックであるかは液晶と偏光板の関
係で決定される。例えば、クロスニコル配置の偏光板とＴＮ液晶の組み合わせではノーマ
リーホワイトとなり、同偏光板とＩＰＳ液晶またはＶＡ液晶との組み合わせではノーマリ
ーブラックとなる。
【００７５】
図２（Ｃ）は、半透過型液晶表示装置の一例を表したものであり、外光検出用の光センサ
を除いては、透過型液晶表示装置と同様の構成を用いることができる。トランジスタが形
成された第１の基板８１０と対向側の第２の基板８２０が液晶層８３０を挟持し、バック
ライト部８４０を第１の基板８１０側に備えている。光センサ８５０ａは第２の基板の上
側に設置され、更にリフレッシュ動作用に外光検出用の光センサ８５０ｂを設けている。
ここで、光センサ８５０ａは、図１の光センサ１１７に相当し、外光検出用の光センサ８
５０ｂは、光センサ１１６を兼ねても良い。
【００７６】
また、モニタ用画素は領域８６０に形成されており、開口部８７０を有する筐体８００で
全体が覆われている。なお、反射型として用いられる場合もモニタ用画素は光センサに対
して光の検出感度向上の効果を与える。ここで、光センサ、外光検出用の光センサ及びモ
ニタ用画素はそれぞれ１つに限らず、複数でも良い。
【００７７】
バックライトが作動し、透過型として用いられる場合の動作は、透過型液晶表示装置と同
様である。一方、反射型として用いられる場合は、図中矢印を例とする光路で液晶層８３
０を透過して反射した光が光センサ８５０ａに入射される。この反射光の照度は、いずれ
も外光の照度に依存する。
【００７８】
すなわち、光センサ８５０ａで検出される液晶表示パネル側からの反射光照度の経時変化
には画素の電位低下によるものだけではなく、外光の変化が含まれる。従って、外光検出
用の光センサ８５０ｂで検出された外光の照度の変化率と光センサ８５０ａで検出された
反射光の照度の変化率との差分から画素の電位低下による反射光照度の変化率を推定し、
リフレッシュ動作のタイミングを決定することができる。
【００７９】
これらリフレッシュ動作は、人が画質の劣化を容易に認識できる表示状態となる前のタイ
ミングで行えば良い。ただし、本実施の形態における液晶表示装置は、極めて画素電位の
保持時間の長いものであり、急激に画質の劣化が起きるものではない。従って、実際には
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画質が劣化していても、画質の劣化が徐々に進行するため、人がそれを認識することがで
きないことがある。このため、急激に画質を回復させるようなリフレッシュ動作を行うと
、人がそれを認識し、不自然な表示状態と感じることがある。これを防ぐためには、画素
電位を段階的に上げるようなリフレッシュ動作を行い、人が画質の変化に対して認識が困
難となるよう徐々に画質を回復させれば良い。
【００８０】
次に、画素に供給する信号の様子を図３に示す表示装置の等価回路図、及び図４に示すタ
イミングチャートを用いて説明する。
【００８１】
図３に示す様に、画素１２３はトランジスタ２１４、表示素子２１５、及び容量素子２１
０を有する。なお、本実施の形態では表示素子２１５に液晶素子を用いる。
【００８２】
トランジスタ２１４は、画素部に設けられた複数のゲート線１２４のうちの一つとゲート
電極が接続され、ソース電極またはドレイン電極の一方が複数の信号線１２５のうちの一
つと接続され、他方が容量素子２１０の一方の電極、及び表示素子２１５の一方の電極と
接続される。
【００８３】
このような構成とすることで、容量素子２１０は表示素子２１５に加える電圧を保持する
ことができる。なお、容量素子２１０を設けない構成とすることもできる。また、容量素
子２１０の他方の電極は、別途設けた容量線に接続する構成としてもよい。
【００８４】
スイッチング素子１２７のソース電極またはドレイン電極の一方は、容量素子２１０の他
方の電極及び表示素子２１５の一方の電極と接続され、スイッチング素子１２７のソース
電極またはドレイン電極の他方は、共通接続部を介して端子１２６Ｂに接続される。また
、スイッチング素子１２７のゲート電極は端子１２６Ａに接続される。
【００８５】
図４のタイミングチャートには、表示制御回路１１３がゲート線駆動回路１２１Ａに供給
するクロック信号ＧＣＫ、及びスタートパルスＧＳＰを示す。また、表示制御回路１１３
が信号線駆動回路１２１Ｂに供給するクロック信号ＳＣＫ、及びスタートパルスＳＳＰを
示す。なお、クロック信号の出力のタイミングを説明するために、図４ではクロック信号
の波形を単純な矩形波で示す。
【００８６】
また、図４に信号線１２５の電位、画素電極の電位、端子１２６Ａの電位、端子１２６Ｂ
の電位、及び共通電極部の電位を示す。
【００８７】
図４の期間４０１は、動画を表示するための画像信号を書き込む期間に相当する。期間４
０１では画像信号、共通電位が画素回路部の各画素、共通電極部に供給されるように動作
する。
【００８８】
また、期間４０２は、静止画を表示する期間に相当する。期間４０２では、画素回路部の
各画素への画像信号、共通電極部への共通電位を停止することとなる。なお、図４に示す
期間４０２では、駆動回路部の動作を停止するよう各信号を供給する構成について示した
が、静止画を維持するには必要に応じてリフレッシュ動作によって画像の劣化を防ぐ構成
とすることが好ましい。本実施の形態においては、そのタイミングを光センサを用いて決
定する方法を説明している。
【００８９】
期間４０１では、クロック信号ＧＣＫとして、常時クロック信号が供給され、スタートパ
ルスＧＳＰとして、垂直同期周波数に応じたパルスが供給される。また、期間４０１では
、クロック信号ＳＣＫとして、常時クロック信号が供給され、スタートパルスＳＳＰとし
て、１ゲート選択期間に応じたパルスが供給される。
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【００９０】
また、期間４０１では、各行の画素に画像信号Ｄａｔａが信号線１２５を介して供給され
、ゲート線１２４の電位に応じて画素電極に信号線１２５の電位が供給される。
【００９１】
また、期間４０１では、表示制御回路がスイッチング素子１２７のゲート電極が接続され
た端子１２６Ａにスイッチング素子１２７を導通状態とする電位を供給し、端子１２６Ｂ
を介して共通電極部に共通電位を供給する。
【００９２】
一方、期間４０２では、クロック信号ＧＣＫ、スタートパルスＧＳＰ、クロック信号ＳＣ
Ｋ、及びスタートパルスＳＳＰは共に停止する。また、期間４０２において、信号線１２
５に供給していた画像信号Ｄａｔａは停止する。クロック信号ＧＣＫ及びスタートパルス
ＧＳＰが共に停止する期間４０２では、画素のトランジスタ２１４が非導通状態となり画
素電極が浮遊状態（フローティング）となる。
【００９３】
また、期間４０２では、表示制御回路がスイッチング素子１２７のゲート電極が接続され
た端子１２６Ａにスイッチング素子１２７を非導通状態とする電位を供給し、共通電極部
を浮遊状態にする。
【００９４】
期間４０２では、表示素子２１５の画素電極及び共通電極部を浮遊状態にして、新たに電
位を供給することなく、静止画の表示を行うことができる。
【００９５】
また、ゲート線駆動回路１２１Ａ、及び信号線駆動回路１２１Ｂに供給するクロック信号
、及びスタートパルスを停止することにより低消費電力化を図ることができる。
【００９６】
特に、画素のトランジスタ２１４及びスイッチング素子１２７にオフ電流が低減されたト
ランジスタを用いることにより、表示素子２１５の両端子に加わる電圧が経時的に低下す
る現象を抑制できる。
【００９７】
次に、動画から静止画に切り替わる期間（図４中の期間４０３）、及び静止画から動画に
切り替わる期間（図４中の期間４０４）における表示制御回路の動作を、図５（Ａ）、（
Ｂ）を用いて説明する。図５（Ａ）、（Ｂ）は、表示制御回路が出力する、高電源電位Ｖ
ｄｄ、クロック信号（ここではＧＣＫ）、スタートパルス信号（ここではＧＳＰ）、及び
端子１２６Ａの電位のタイミングチャートである。
【００９８】
動画から静止画に切り替わる期間の表示制御回路の動作を図５（Ａ）に示す。表示制御回
路は、スタートパルスＧＳＰを停止する（図５（Ａ）のＥ１）。次いで、スタートパルス
信号ＧＳＰの停止後、パルス出力がシフトレジスタの最終段まで達した後に、複数のクロ
ック信号ＧＣＫを停止する（図５（Ａ）のＥ２）。次いで、電源電圧の高電源電位Ｖｄｄ
を低電源電位Ｖｓｓにする（図５（Ａ）のＥ３）。次いで、端子１２６Ａの電位を、スイ
ッチング素子１２７が非導通状態となる電位にする（図５（Ａ）のＥ４）。
【００９９】
以上の手順をもって、駆動回路部１２１の誤動作を引き起こすことなく、駆動回路部１２
１に供給する信号を停止できる。動画から静止画に切り替わる際の誤動作はノイズを生じ
、ノイズは静止画として保持されてしまう。従って、誤動作が少ない表示制御回路を搭載
した表示装置は、画質の劣化が少ない静止画を表示することができる。
【０１００】
次に、静止画から動画に切り替わる期間の表示制御回路の動作を図５（Ｂ）に示す。表示
制御回路は、端子１２６Ａの電位をスイッチング素子１２７が導通状態となる電位にする
（図５（Ｂ）のＳ１）。次いで、電源電圧を低電源電位Ｖｓｓから高電源電位Ｖｄｄにす
る（図５（Ｂ）のＳ２）。次いで、クロック信号を供給する前にハイの電位を与えた後、
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複数のクロック信号ＧＣＫを供給する（図５（Ｂ）のＳ３）。次いでスタートパルス信号
ＧＳＰを供給する（図５（Ｂ）のＳ４）。
【０１０１】
以上の手順をもって、駆動回路の誤動作を引き起こすことなく駆動回路部１２１に駆動信
号の供給を再開できる。各配線の電位を適宜順番に動画表示時に戻すことで、誤動作なく
駆動回路部の駆動を行うことができる。
【０１０２】
また、動画を表示する期間６０１、及び静止画を表示する期間６０２における、フレーム
期間毎の画像信号の書き込み頻度を、図６に模式的に示す。図６中の「Ｗ」は画像信号の
書き込み期間であることをあらわし、「Ｈ」は画像信号を保持する期間であることを示し
ている。また、図６中の期間６０３は１フレーム期間を表したものであるが、別の期間で
あってもよい。
【０１０３】
このように、本実施の形態の表示装置の構成において、期間６０２で表示される静止画の
画像信号は期間６０４で書き込まれ、期間６０４で書き込まれた画像信号は、期間６０２
の間は保持される。
【０１０４】
以上により、本実施の形態に例示した表示装置は、動画モードと静止画モードを自動的に
切り替え、静止画を表示する期間においては画像信号の書き込み頻度を低減することがで
きる。その結果、静止画を表示する際の低消費電力化を図ることができる。
【０１０５】
また、静止画の表示において、そのリフレッシュ動作のタイミングを時間の設定ではなく
、光センサを用いて実際の表示状態をモニタすることにより決定することができる。また
、動作環境に合わせた最適な間隔でリフレッシュ動作を行うことで、更なる低消費電力化
を図ることができる。
【０１０６】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０１０７】
（実施の形態２）
図７に液晶表示モジュール１１９０の構成を示す。液晶表示モジュール１１９０は、バッ
クライト部１１３０と、該バックライト部と重なる位置にカラーフィルタを有し、液晶素
子がマトリクス状に設けられた表示パネル１１２０と、表示パネル１１２０を挟む偏光板
１１２５ａ、及び偏光板１１２５ｂを有する。バックライト部１１３０は、面状に均一な
白色光を発する。例えば、導光板の端部に白色のＬＥＤ１１３３を配置し、表示パネル１
１２０との間に拡散板１１３４を設けたものをバックライト部１１３０に用いることがで
きる。また、外部入力端子となるＦＰＣ（フレキシブルプリントサーキット）１１２６は
表示パネル１１２０に設けた端子部と電気的に接続されている。
【０１０８】
図７には、３色の光１１３５が矢印（Ｒ、Ｇ、及びＢ）で模式的に示してある。バックラ
イト部１１３０が発する光が、表示パネル１１２０のカラーフィルタと重なる液晶素子に
より変調され、液晶表示モジュール１１９０から観察者に達し、観察者は映像を捉える。
【０１０９】
また、図７には、外光１１３９が表示パネル１１２０上の液晶素子を透過してその下部電
極で反射される様子も、模式的に示してある。液晶素子を透過する光の強度は、画像信号
により変調されるため、観察者は外光１１３９の反射光によっても、映像を捉えることが
できる。
【０１１０】
また、図８（Ａ）は表示領域の平面図であり、１画素分の画素を示している。図８（Ｂ）
は図８（Ａ）の線Ｙ１－Ｙ２、及び線Ｚ１－Ｚ２における断面図である。
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【０１１１】
図８（Ａ）において、複数のソース配線層（ソース電極層又はドレイン電極層１４０５ａ
を含む）が互いに平行（図中上下方向に延伸）かつ互いに離間した状態で配置されている
。複数のゲート配線層（ゲート電極層１４０１を含む）は、ソース配線層に略直交する方
向（図中左右方向）に延伸し、かつ互いに離間するように配置されている。容量配線層１
４０８は、複数のゲート配線層それぞれに隣接する位置に配置されており、ゲート配線層
に略平行な方向、つまり、ソース配線層に略直交する方向（図中左右方向）に延伸してい
る。
【０１１２】
図８（Ａ）、（Ｂ）の液晶表示装置は、半透過型液晶表示装置であり、画素領域は反射領
域１４９８及び透過領域１４９９で構成されている。反射領域１４９８では透光性導電層
１４４７上に画素電極層として反射電極層１４４６が積層され、透過領域１４９９では画
素電極層として透光性導電層１４４７のみが形成されている。なお、図８（Ａ）、（Ｂ）
では、層間膜１４１３上に、透光性導電層１４４７、反射電極層１４４６の順に積層する
例を示したが、層間膜１４１３上に、反射電極層１４４６、透光性導電層１４４７の順に
積層する構造であってもよい。トランジスタ１４５０上には絶縁膜１４０７、１４０９、
及び層間膜１４１３が設けられ、絶縁膜１４０７、１４０９、及び層間膜１４１３に形成
された開口（コンタクトホール）において、透光性導電層１４４７及び反射電極層１４４
６はトランジスタ１４５０と電気的に接続されている。透過領域１４９９においては絶縁
膜１４０９と層間膜１４１３の間にカラーフィルタ層として機能する着色層１４１６を設
ける。
【０１１３】
図８（Ｂ）に示すように、第２の基板１４４２には共通電極層１４４８（対向電極層とも
いう）が形成され、第１の基板１４４１上の透光性導電層１４４７及び反射電極層１４４
６と、液晶層１４４４を介して対向している。なお、図８（Ａ）、（Ｂ）の液晶表示装置
では、透光性導電層１４４７及び反射電極層１４４６と液晶層１４４４との間に配向膜１
４６０ａが設けられ、共通電極層１４４８と液晶層１４４４との間には配向膜１４６０ｂ
が設けられている。配向膜１４６０ａ、１４６０ｂは、液晶の配向を制御する機能を有す
る絶縁層であり、液晶材料によっては設けなくてもよい。
【０１１４】
トランジスタ１４５０は、ボトムゲート構造の逆スタガ型トランジスタを用いた一例であ
り、ゲート電極層１４０１、ゲート絶縁層１４０２、半導体層１４０３、ソース電極層又
はドレイン電極層１４０５ａ、及びソース電極層又はドレイン電極層１４０５ｂを含む。
また、ゲート電極層１４０１と同工程で形成された容量配線層１４０８、ゲート絶縁層１
４０２、及びソース電極層又はドレイン電極層１４０５ａ、１４０５ｂと同工程で形成さ
れた導電層１４４９が積層し、容量を形成している。なお、容量配線層１４０８を覆うよ
うに、アルミニウム（Ａｌ）や銀（Ａｇ）などの反射導電膜で形成される反射電極層１４
４６を形成することが好ましい。
【０１１５】
本実施の形態における半透過型液晶表示装置は、トランジスタ１４５０のオンオフ制御に
よって、透過領域１４９９における動画のカラー表示と、反射領域１４９８における静止
画のモノクロ（白黒）表示を行う。
【０１１６】
透過領域１４９９においては、第１の基板１４４１側に設けられたバックライトからの入
射光によって画像表示を行う。液晶表示装置にカラーフィルタとして機能する着色層１４
１６を設けると、透過領域において、バックライトからの光を着色層１４１６に透過させ
ることでカラー表示を行うことができる。例えばフルカラー表示とする場合、カラーフィ
ルタは、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）を呈する材料で形成すればよく、また更に
イエロー、シアン、マゼンタ等を呈する材料を用いて形成してもよい。
【０１１７】
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図８は、絶縁膜１４０９と層間膜１４１３との間にカラーフィルタとして機能する着色層
１４１６を設けた例である。着色層１４１６は、カラーフィルタとして機能させるため、
その着色された有彩色の光のみを透過する材料で形成された透光性樹脂層を用いればよい
。着色層１４１６は、含ませる着色材料の濃度と光の透過率の関係に考慮して、最適な膜
厚を適宜制御するとよい。有彩色の色によって有彩色の透光性樹脂層の膜厚が異なる場合
や、トランジスタに起因する凹凸を有する場合は、可視光領域の波長の光を透過する（い
わゆる無色透明）絶縁層を積層し、層間膜表面を平坦化してもよい。
【０１１８】
着色層１４１６を直接第１の基板１４４１側に形成する場合、より精密な形成領域の制御
ができ、微細なパターンの画素にも対応することができる。また、着色層１４１６は層間
膜として用いてもよい。
【０１１９】
着色層１４１６は、感光性、非感光性の有機樹脂を用いて、塗布法によって形成すればよ
い。
【０１２０】
一方、反射領域１４９８においては、第２の基板１４４２側から入射した外光を反射電極
層１４４６によって反射することで画像表示を行う。
【０１２１】
液晶表示装置において、反射電極層１４４６に凹凸を形成する例を図９及び図１０に示す
。図９は、反射領域１４９８において、層間膜１４１３表面を凹凸形状とすることで反射
電極層１４４６に凹凸形状を形成する例である。層間膜１４１３表面の凹凸形状は、選択
的にエッチング加工を行うことで形成すればよい。例えば、感光性の有機樹脂にフォトリ
ソグラフィ工程を行って凹凸形状を有する層間膜１４１３を形成することができる。また
、図１０は、反射領域１４９８において、層間膜１４１３上に凸形状の構造体を設けて、
反射電極層１４４６に凹凸形状を形成する例である。なお、図１０は、絶縁層１４８０及
び絶縁層１４８２の積層によって凸形状の構造体を形成している。例えば、絶縁層１４８
０としては酸化シリコンや窒化シリコン等の無機絶縁層を用いることができ、絶縁層１４
８２としてはポリイミド樹脂やアクリル樹脂などの有機樹脂を用いることができる。まず
、スパッタリング法により酸化シリコン膜を層間膜１４１３上に形成し、酸化シリコン膜
上に塗布法によりポリイミド樹脂膜を形成する。酸化シリコン膜をエッチングストッパー
として用いて、ポリイミド樹脂膜をエッチング加工する。加工されたポリイミド樹脂層を
マスクとして酸化シリコン膜をエッチング加工することで、図１０に示すような絶縁層１
４８０及び絶縁層１４８２の積層からなる凸状の構造体を形成することができる。
【０１２２】
図９及び図１０に示すように、反射電極層１４４６表面に凹凸を有すると、入射した外光
を乱反射させ、より良好な画像表示を行うことができる。よって、画像表示における視認
性が向上する。
【０１２３】
なお、図８、図９、及び図１０では、反射領域１４９８において白黒表示を行う例を示し
たが、反射領域１４９８においてもカラー表示を行うこともできる。図１１に、透過領域
１４９９及び反射領域１４９８双方において、フルカラー表示を行う例を示す。
【０１２４】
図１１では、カラーフィルタ１４７０を第２の基板１４４２と共通電極層１４４８との間
に設ける例である。反射電極層１４４６と視認側の第２の基板１４４２との間にカラーフ
ィルタ１４７０を設けることで、反射電極層１４４６で反射した光はカラーフィルタ１４
７０を透過するため、カラー表示を行うことができる。
【０１２５】
カラーフィルタは、第２の基板１４４２より外側（液晶層１４４４と反対側）に設けても
よい。
【０１２６】
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なお、図９及び図１０においても、着色層１４１６の代わりに図１１（Ｂ）のようにカラ
ーフィルタ１４７０を設けることで、反射領域１４９８においてもフルカラー表示を行う
ことができる。
【０１２７】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０１２８】
（実施の形態３）
本実施の形態では、本明細書に開示する液晶表示装置に適用できるトランジスタの例を示
す。本明細書に開示する液晶表示装置に適用できるトランジスタの構造は特に限定されず
、例えばトップゲート構造、又はボトムゲート構造のスタガ型及びプレーナ型などを用い
ることができる。また、トランジスタはチャネル形成領域が一つ形成されるシングルゲー
ト構造でも、二つ形成されるダブルゲート構造もしくは三つ形成されるトリプルゲート構
造であっても良い。また、チャネル形成領域の上下にゲート絶縁層を介して配置された２
つのゲート電極層を有する、デュアルゲート型でもよい。なお、図１２（Ａ）乃至（Ｄ）
にトランジスタの断面構造の一例を以下に示す。図１２（Ａ）乃至（Ｄ）に示すトランジ
スタは、酸化物半導体を用いるものである。酸化物半導体を用いることのメリットは、比
較的簡単かつ低温のプロセスで高い移動度と低いオフ電流が得られることであるが、もち
ろん、他の半導体を用いてもよい。
【０１２９】
図１２（Ａ）に示すトランジスタ２４１０は、ボトムゲート構造の薄膜トランジスタの一
つであり、逆スタガ型薄膜トランジスタともいう。
【０１３０】
トランジスタ２４１０は、絶縁表面を有する基板２４００上に、ゲート電極層２４０１、
ゲート絶縁層２４０２、酸化物半導体層２４０３、ソース電極層２４０５ａ、及びドレイ
ン電極層２４０５ｂを含む。また、トランジスタ２４１０を覆い、酸化物半導体層２４０
３に積層する絶縁層２４０７が設けられている。絶縁層２４０７上にはさらに保護絶縁層
２４０９が形成されている。
【０１３１】
図１２（Ｂ）に示すトランジスタ２４２０は、チャネル保護型と呼ばれるボトムゲート構
造の一つであり逆スタガ型薄膜トランジスタともいう。
【０１３２】
トランジスタ２４２０は、絶縁表面を有する基板２４００上に、ゲート電極層２４０１、
ゲート絶縁層２４０２、酸化物半導体層２４０３、酸化物半導体層２４０３のチャネル形
成領域を覆うチャネル保護層として機能する絶縁層２４２７、ソース電極層２４０５ａ、
及びドレイン電極層２４０５ｂを含む。また、トランジスタ２４２０を覆い、保護絶縁層
２４０９が形成されている。
【０１３３】
図１２（Ｃ）示すトランジスタ２４３０はボトムゲート型の薄膜トランジスタであり、絶
縁表面を有する基板である基板２４００上に、ゲート電極層２４０１、ゲート絶縁層２４
０２、ソース電極層２４０５ａ、ドレイン電極層２４０５ｂ、及び酸化物半導体層２４０
３を含む。また、トランジスタ２４３０を覆い、酸化物半導体層２４０３に接する絶縁層
２４０７が設けられている。絶縁層２４０７上にはさらに保護絶縁層２４０９が形成され
ている。
【０１３４】
トランジスタ２４３０においては、ゲート絶縁層２４０２は基板２４００及びゲート電極
層２４０１上に接して設けられ、ゲート絶縁層２４０２上にソース電極層２４０５ａ、ド
レイン電極層２４０５ｂが接して設けられている。そして、ゲート絶縁層２４０２、及び
ソース電極層２４０５ａ、ドレイン電極層２４０５ｂ上に酸化物半導体層２４０３が設け
られている。
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【０１３５】
図１２（Ｄ）に示すトランジスタ２４４０は、トップゲート構造の薄膜トランジスタの一
つである。トランジスタ２４４０は、絶縁表面を有する基板２４００上に、絶縁層２４３
７、酸化物半導体層２４０３、ソース電極層２４０５ａ、及びドレイン電極層２４０５ｂ
、ゲート絶縁層２４０２、ゲート電極層２４０１を含み、ソース電極層２４０５ａ、ドレ
イン電極層２４０５ｂにそれぞれ配線層２４３６ａ、配線層２４３６ｂが接して設けられ
電気的に接続している。
【０１３６】
本実施の形態では、上述のとおり、トランジスタを構成する半導体層に酸化物半導体層２
４０３を用いる。酸化物半導体層２４０３に用いる酸化物半導体材料としては、四元系金
属酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系金属酸化物や、三元系金属酸化物であるＩ
ｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系金属酸化物、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚ
ｎ－Ｏ系金属酸化物、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系金属酸化物、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系金属
酸化物、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系金属酸化物や、二元系金属酸化物であるＩｎ－Ｚｎ－Ｏ
系金属酸化物、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系金属酸化物、Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系金属酸化物、Ｚｎ－Ｍｇ
－Ｏ系金属酸化物、Ｓｎ－Ｍｇ－Ｏ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｍｇ－Ｏ系金属酸化物や、Ｉｎ
－Ｏ系金属酸化物、Ｓｎ－Ｏ系金属酸化物、Ｚｎ－Ｏ系金属酸化物などを用いることがで
きる。また、上記酸化物半導体にＳｉを含んでもよい。ここで、例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚ
ｎ－Ｏ系酸化物半導体とは、少なくともＩｎとＧａとＺｎを含む酸化物のことであり、そ
の組成比に特に制限はない。また、ＩｎとＧａとＺｎ以外の元素を含んでもよい。
【０１３７】
また、酸化物半導体層２４０３は、化学式ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＞０）で表記され
る薄膜を用いることができる。ここで、Ｍは、Ｇａ、Ａｌ、ＭｎおよびＣｏから選ばれた
一つ、または複数の金属元素を示す。例えばＭとして、Ｇａ、Ｇａ及びＡｌ、Ｇａ及びＭ
ｎ、またはＧａ及びＣｏなどがある。
【０１３８】
酸化物半導体層２４０３を用いたトランジスタ２４１０、２４２０、２４３０、２４４０
は、オフ状態における電流値（オフ電流値）を低くすることができる。よって、画像イメ
ージデータ等の電気信号の保持時間を長くすることができ、書き込み間隔も長く設定でき
る。よって、リフレッシュ動作の頻度を少なくすることができるため、消費電力を抑制す
る効果を奏する。
【０１３９】
また、酸化物半導体層２４０３を用いたトランジスタ２４１０、２４２０、２４３０、２
４４０は、比較的高い電界効果移動度が得られるため、高速駆動が可能である。よって、
液晶表示装置の画素部に該トランジスタを用いることで、高画質な画像を提供することが
できる。また、該トランジスタを用いて、同一基板上に駆動回路部と画素部を作製するこ
とができるため、液晶表示装置の部品点数を削減することができる。
【０１４０】
絶縁表面を有する基板２４００には、バリウムホウケイ酸ガラスやアルミノホウケイ酸ガ
ラスなどのガラス基板を用いることができる。
【０１４１】
ボトムゲート構造のトランジスタ２４１０、２４２０、２４３０においては、下地膜とな
る絶縁膜を基板とゲート電極層の間に設けてもよい。下地膜は、基板からの不純物元素の
拡散を防止する機能があり、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜、又
は酸化窒化シリコン膜から選ばれた一つ、又は複数の膜による積層構造により形成するこ
とができる。
【０１４２】
ゲート電極層２４０１の材料は、モリブデン、チタン、クロム、タンタル、タングステン
、アルミニウム、銅、ネオジム、スカンジウム等の金属材料、またはこれらを主成分とす
る合金材料を用いて、単層でまたは積層して形成することができる。
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【０１４３】
ゲート絶縁層２４０２は、プラズマＣＶＤ法又はスパッタリング法等を用いて、酸化シリ
コン層、窒化シリコン層、酸化窒化シリコン層、窒化酸化シリコン層、酸化アルミニウム
層、窒化アルミニウム層、酸化窒化アルミニウム層、窒化酸化アルミニウム層、又は酸化
ハフニウム層を単層で、又は積層して形成することができる。例えば、第１のゲート絶縁
層としてプラズマＣＶＤ法により膜厚５０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の窒化シリコン層（Ｓ
ｉＮｙ（ｙ＞０））を形成し、第１のゲート絶縁層上に第２のゲート絶縁層として膜厚５
ｎｍ以上３００ｎｍ以下の酸化シリコン層（ＳｉＯｘ（ｘ＞０））を積層して、合計膜厚
２００ｎｍのゲート絶縁層とする。
【０１４４】
ソース電極層２４０５ａ、ドレイン電極層２４０５ｂに用いる導電膜としては、例えば、
Ａｌ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗから選ばれた元素、またはこれらの元素を含む
合金等を用いることができる。また、Ａｌ、Ｃｕなどの金属層の下側又は上側の一方また
は双方にＴｉ、Ｍｏ、Ｗなどの高融点金属層を積層させた構成としても良い。また、Ａｌ
膜に生ずるヒロックやウィスカーの発生を防止する元素（Ｓｉ、ＮｄまたはＳｃなど）が
添加されているＡｌ材料を用いることで耐熱性を向上させることが可能となる。
【０１４５】
また、ソース電極層２４０５ａ、ドレイン電極層２４０５ｂに接続する配線層２４３６ａ
、配線層２４３６ｂなどの導電膜も、ソース電極層２４０５ａ、ドレイン電極層２４０５
ｂと同様な材料を用いることができる。
【０１４６】
また、ソース電極層２４０５ａ、ドレイン電極層２４０５ｂ（これと同じ層で形成される
配線層を含む）となる導電膜としては導電性の金属酸化物で形成しても良い。導電性の金
属酸化物としては酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）、酸化スズ（ＳｎＯ２）、酸化亜鉛（Ｚ
ｎＯ）、酸化インジウム酸化スズ合金（Ｉｎ２Ｏ３―ＳｎＯ２、ＩＴＯと略記する）、酸
化インジウム酸化亜鉛合金（Ｉｎ２Ｏ３―ＺｎＯ）またはこれらの金属酸化物材料にシリ
コンを含ませたものを用いることができる。
【０１４７】
絶縁層２４０７、２４２７、２４３７は、代表的には酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン
膜、酸化アルミニウム膜、または酸化窒化アルミニウム膜などの無機絶縁膜を用いること
ができる。
【０１４８】
保護絶縁層２４０９は、窒化シリコン膜、窒化アルミニウム膜、窒化酸化シリコン膜、窒
化酸化アルミニウム膜などの無機絶縁膜を用いることができる。
【０１４９】
また、トランジスタの構造に起因する表面凹凸を低減するために保護絶縁層２４０９上に
平坦化絶縁膜を形成してもよい。平坦化絶縁膜としては、ポリイミド、アクリル、ベンゾ
シクロブテン、等の有機材料を用いることができる。また上記有機材料の他に、低誘電率
材料（ｌｏｗ－ｋ材料）等を用いることができる。なお、これらの材料で形成される絶縁
膜を複数積層させることで、平坦化絶縁膜を形成してもよい。
【０１５０】
このように、本実施の形態において、酸化物半導体層を含むトランジスタを用いることに
より、高機能な液晶表示装置を提供することができる。
【０１５１】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０１５２】
（実施の形態４）
本実施の形態は、酸化物半導体層を含むトランジスタ、及び作製方法の一例を図１３を用
いて詳細に説明する。
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【０１５３】
図１３（Ａ）乃至（Ｅ）にトランジスタの断面構造の一例を示す。図１３（Ａ）乃至（Ｅ
）に示すトランジスタ２５１０は、図１２（Ａ）に示すトランジスタ２４１０と同様なボ
トムゲート構造の逆スタガ型薄膜トランジスタである。
【０１５４】
本実施の形態の半導体層に用いる酸化物半導体は、ドナーとなる性質を持つ水素を酸化物
半導体から極力除去し、酸化物半導体の主成分以外の不純物が極力含まれないように高純
度化することによりｉ型（真性）の酸化物半導体、又はｉ型（真性）に限りなく近い酸化
物半導体としたものである。すなわち、不純物を添加してｉ型化するのでなく、水素や水
等の不純物を極力除去したことにより、高純度化されたｉ型（真性半導体）又はそれに近
づけることを特徴としている。従って、トランジスタ２５１０が有する酸化物半導体層は
、高純度化され電気的にｉ型（真性）化した酸化物半導体層である。
【０１５５】
また、高純度化された酸化物半導体中にはキャリアが極めて少なく（ゼロに近い）、キャ
リア濃度は１×１０１４／ｃｍ３未満、好ましくは１×１０１２／ｃｍ３未満、さらに好
ましくは１×１０１１／ｃｍ３未満である。
【０１５６】
酸化物半導体中にキャリアが極めて少ないため、トランジスタのオフ電流を少なくするこ
とができる。オフ電流は少なければ少ないほど好ましい。
【０１５７】
具体的には、上述の酸化物半導体層を具備するトランジスタは、チャネル幅１μｍあたり
のオフ電流密度を室温下において１０ａＡ／μｍ（１×１０－１７Ａ／μｍ）以下にする
こと、さらには、１ａＡ／μｍ（１×１０－１８Ａ／μｍ）以下、さらには１０ｚＡ／μ
ｍ（１×１０－２０Ａ／μｍ）以下にすることが可能である。
【０１５８】
オフ状態における電流値（オフ電流値）が極めて小さいトランジスタを実施の形態１の画
素部におけるトランジスタとして用いることにより、静止画表示におけるリフレッシュ動
作回数を少なくすることができる。
【０１５９】
また、上述の酸化物半導体層を具備するトランジスタ２５１０はオン電流の温度依存性が
ほとんど見られず、オフ電流も非常に小さい領域でしか推移しない。
【０１６０】
以下、図１３（Ａ）乃至図１３（Ｅ）を用い、基板２５０５上にトランジスタ２５１０を
作製する工程を説明する。
【０１６１】
まず、絶縁表面を有する基板２５０５上に導電膜を形成した後、第１のフォトリソグラフ
ィ工程とエッチング工程でゲート電極層２５１１を形成する。なお、レジストマスクをイ
ンクジェット法で形成してもよい。レジストマスクをインクジェット法で形成するとフォ
トマスクを使用しないため、製造コストを低減できる。
【０１６２】
絶縁表面を有する基板２５０５は、実施の形態３に示した基板２４００と同様な基板を用
いることができる。本実施の形態では基板２５０５としてガラス基板を用いる。
【０１６３】
下地膜となる絶縁膜を基板２５０５とゲート電極層２５１１との間に設けてもよい。下地
膜は、基板２５０５からの不純物元素の拡散を防止する機能があり、窒化シリコン膜、酸
化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜、又は酸化窒化シリコン膜から選ばれた一つ、又は複
数の膜による積層構造により形成することができる。
【０１６４】
また、ゲート電極層２５１１の材料は、モリブデン、チタン、タンタル、タングステン、
アルミニウム、銅、ネオジム、スカンジウム等の金属材料又はこれらを主成分とする合金
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材料を用い、単層又は積層で形成することができる。
【０１６５】
次いで、ゲート電極層２５１１上にゲート絶縁層２５０７を形成する。ゲート絶縁層２５
０７は、プラズマＣＶＤ法又はスパッタリング法等を用いて、酸化シリコン層、窒化シリ
コン層、酸化窒化シリコン層、窒化酸化シリコン層、酸化アルミニウム層、窒化アルミニ
ウム層、酸化窒化アルミニウム層、窒化酸化アルミニウム層、又は酸化ハフニウム層を用
いて、これらの単層又は積層で形成することができる。
【０１６６】
本実施の形態の酸化物半導体は、不純物が除去され、ｉ型化又は実質的にｉ型化された酸
化物半導体を用いる。このような高純度化された酸化物半導体は界面準位、界面電荷に対
して極めて敏感であるため、酸化物半導体層とゲート絶縁層との界面は重要である。その
ため高純度化された酸化物半導体に接するゲート絶縁層は、高品質化が要求される。
【０１６７】
例えば、マイクロ波（例えば、周波数２．４５ＧＨｚ）を用いた高密度プラズマＣＶＤは
、緻密で絶縁耐圧の高い高品質な絶縁層を形成できるので好ましい。高純度化された酸化
物半導体と高品質なゲート絶縁層とが密接することにより、界面準位を低減して界面特性
を良好なものとすることができるからである。
【０１６８】
もちろん、ゲート絶縁層として良質な絶縁層を形成できるものであれば、スパッタリング
法やプラズマＣＶＤ法など他の成膜方法を適用することができる。また、成膜後の熱処理
によってゲート絶縁層の膜質、酸化物半導体との界面特性が改質される絶縁層であっても
良い。いずれにしても、ゲート絶縁層としての膜質が良好であることは勿論のこと、酸化
物半導体との界面準位密度を低減し、良好な界面を形成できるものであれば良い。
【０１６９】
また、ゲート絶縁層２５０７、酸化物半導体膜２５３０に水素、水酸基及び水分がなるべ
く含まれないようにするために、酸化物半導体膜２５３０の成膜の前処理として、スパッ
タリング装置の予備加熱室でゲート電極層２５１１が形成された基板２５０５、又はゲー
ト絶縁層２５０７までが形成された基板２５０５を予備加熱し、基板２５０５に吸着した
水素、水分などの不純物を脱離させ排気することが好ましい。なお、予備加熱室に設ける
排気手段はクライオポンプが好ましい。なお、この予備加熱の処理は省略することもでき
る。また、この予備加熱は、絶縁層２５１６の成膜前に、ソース電極層２５１５ａ及びド
レイン電極層２５１５ｂまで形成した基板２５０５にも同様の処理を行ってもよい。
【０１７０】
次いで、ゲート絶縁層２５０７上に、膜厚２ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好ましくは５ｎｍ
以上３０ｎｍ以下の酸化物半導体膜２５３０を形成する（図１３（Ａ）参照）。
【０１７１】
なお、酸化物半導体膜２５３０をスパッタリング法により成膜する前に、アルゴンガスを
導入してプラズマを発生させる逆スパッタを行い、ゲート絶縁層２５０７の表面に付着し
ている粉状物質（パーティクル、ごみともいう）を除去することが好ましい。逆スパッタ
とは、アルゴン雰囲気下で基板側にＲＦ電源を用いて電圧を印加し、イオン化したアルゴ
ンを基板に衝突させて表面を改質する方法である。なお、アルゴン雰囲気に代えて窒素、
ヘリウム、酸素などを用いてもよい。
【０１７２】
酸化物半導体膜２５３０に用いる酸化物半導体は、実施の形態３に示した四元系金属酸化
物や、三元系金属酸化物や、二元系金属酸化物や、Ｉｎ－Ｏ系金属酸化物、Ｓｎ－Ｏ系金
属酸化物、Ｚｎ－Ｏ系金属酸化物などの酸化物半導体を用いることができる。また、上記
酸化物半導体にＳｉを含んでもよい。本実施の形態では、酸化物半導体膜２５３０として
Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系金属酸化物ターゲットを用いてスパッタリング法により成膜する
。この段階での断面図が図１３（Ａ）に相当する。また、酸化物半導体膜２５３０は、希
ガス（代表的にはアルゴン）雰囲気下、酸素雰囲気下、又は希ガスと酸素の混合雰囲気下
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においてスパッタ法により形成することができる。
【０１７３】
酸化物半導体膜２５３０をスパッタリング法で作製するためのターゲットとしては、例え
ば、組成比として、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：１［ｍｏｌ数比］の金属
酸化物を用いることができる。または、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：２［
ｍｏｌ数比］の金属酸化物を用いてもよい。酸化物ターゲットの充填率は９０％以上１０
０％以下、好ましくは９５％以上９９．９％である。充填率の高い金属酸化物ターゲット
を用いることにより、成膜した酸化物半導体膜は緻密な膜となる。
【０１７４】
酸化物半導体膜２５３０を、成膜する際に用いるスパッタガスは水素、水、水酸基又は水
素化物などの不純物が除去された高純度ガスを用いることが好ましい。
【０１７５】
減圧状態に保持された成膜室内に基板を保持し、基板温度を１００℃以上６００℃以下好
ましくは２００℃以上４００℃以下とする。基板を加熱しながら成膜することにより、成
膜した酸化物半導体膜に含まれる不純物濃度を低減することができる。また、スパッタリ
ングによる膜の損傷が軽減される。そして、成膜室内の残留水分を除去しつつ水素及び水
分が除去されたスパッタガスを導入し、上記ターゲットを用いて基板２５０５上に酸化物
半導体膜２５３０を成膜する。成膜室内の残留水分を除去するためには、吸着型の真空ポ
ンプ、例えば、クライオポンプ、イオンポンプ、チタンサブリメーションポンプを用いる
ことが好ましい。また、排気手段としては、ターボ分子ポンプにコールドトラップを加え
たものであってもよい。クライオポンプを用いて排気した成膜室は、例えば、水素原子、
水（Ｈ２Ｏ）など水素原子を含む化合物（より好ましくは炭素原子を含む化合物も）等が
排気されるため、当該成膜室で成膜した酸化物半導体膜に含まれる不純物の濃度を低減で
きる。
【０１７６】
成膜条件の一例としては、基板とターゲットの間との距離を１００ｍｍ、圧力０．６Ｐａ
、直流（ＤＣ）電源０．５ｋＷ、酸素（酸素流量比率１００％）雰囲気下の条件が適用さ
れる。なお、パルス直流電源を用いると、成膜時に発生する粉状物質（パーティクル、ご
みともいう）が軽減でき、膜厚分布も均一となるために好ましい。
【０１７７】
次いで、酸化物半導体膜２５３０を第２のフォトリソグラフィ工程とエッチング工程で島
状の酸化物半導体層に加工する。また、島状の酸化物半導体層を形成するためのレジスト
マスクをインクジェット法で形成してもよい。レジストマスクをインクジェット法で形成
するとフォトマスクを使用しないため、製造コストを低減できる。
【０１７８】
また、ゲート絶縁層２５０７にコンタクトホールを形成する場合、その工程は酸化物半導
体膜２５３０の加工時に同時に行うことができる。
【０１７９】
なお、ここでの酸化物半導体膜２５３０のエッチングは、ドライエッチングでもウェット
エッチングでもよく、両方を用いてもよい。例えば、酸化物半導体膜２５３０のウェット
エッチングに用いるエッチング液としては、燐酸、酢酸及び硝酸を混ぜた溶液などを用い
ることができる。また、ＩＴＯ－０７Ｎ（関東化学社製）を用いてもよい。
【０１８０】
次いで、酸化物半導体層に第１の加熱処理を行う。この第１の加熱処理によって酸化物半
導体層の脱水化または脱水素化を行うことができる。第１の加熱処理の温度は、４００℃
以上７５０℃以下、または４００℃以上基板の歪み点未満とする。ここでは、加熱処理装
置の一つである電気炉に基板を導入し、酸化物半導体層に対して窒素雰囲気下４５０℃に
おいて１時間の加熱処理を行い、酸化物半導体層２５３１とする（図１３（Ｂ）参照）。
【０１８１】
なお、加熱処理装置は電気炉に限られず、抵抗発熱体などの発熱体からの熱伝導または熱
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輻射によって、被処理物を加熱する装置を備えていてもよい。例えば、ＧＲＴＡ（Ｇａｓ
　Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置、ＬＲＴＡ（Ｌａｍｐ　Ｒａｐｉｄ
　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置等のＲＴＡ（Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎ
ｎｅａｌ）装置を用いることができる。ＬＲＴＡ装置は、ハロゲンランプ、メタルハライ
ドランプ、キセノンアークランプ、カーボンアークランプ、高圧ナトリウムランプ、高圧
水銀ランプなどのランプから発する光（電磁波）の輻射により、被処理物を加熱する装置
である。ＧＲＴＡ装置は、高温のガスを用いて加熱処理を行う装置である。高温のガスに
は、アルゴンなどの希ガス、または窒素のような、加熱処理によって被処理物と反応しな
い不活性気体が用いられる。
【０１８２】
例えば、第１の加熱処理として、６５０℃～７００℃の高温に加熱した不活性ガス中に基
板を移動させて入れ、数分間加熱した後、基板を移動させて高温に加熱した不活性ガス中
から出すＧＲＴＡを行ってもよい。
【０１８３】
なお、第１の加熱処理においては、窒素、またはヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガス
に、水、水素などが含まれないことが好ましい。または、加熱処理装置に導入する窒素、
またはヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガスの純度を、６Ｎ（９９．９９９９％）以上
、好ましくは７Ｎ（９９．９９９９９％）以上、（即ち不純物濃度を１ｐｐｍ以下、好ま
しくは０．１ｐｐｍ以下）とすることが好ましい。
【０１８４】
また、第１の加熱処理で酸化物半導体層を加熱した後、同じ炉に高純度の酸素ガス、高純
度のＮ２Ｏガス、又は超乾燥エア（露点が－４０℃以下、好ましくは－６０℃以下）を導
入してもよい。加熱処理装置に導入する酸素ガスまたはＮ２Ｏガスの純度は、６Ｎ以上、
好ましくは７Ｎ以上、（即ち、酸素ガスまたはＮ２Ｏガス中の不純物濃度を１ｐｐｍ以下
、好ましくは０．１ｐｐｍ以下）とすることが好ましい。特にこれらのガスには、水、水
素などが含まれないことが好ましい。酸素ガス又はＮ２Ｏガスの作用によって、脱水化ま
たは脱水素化処理による不純物の排除工程で脱離してしまった酸化物半導体を構成する主
成分材料である酸素を供給することができる。この工程により、酸化物半導体層を高純度
化させ電気的にｉ型（真性）化することができる。
【０１８５】
また、酸化物半導体層の第１の加熱処理は、島状の酸化物半導体層に加工する前の酸化物
半導体膜２５３０に行うこともできる。その場合には、第１の加熱処理後に、加熱装置か
ら基板を取り出し、フォトリソグラフィ工程を行う。
【０１８６】
なお、第１の加熱処理は、上記以外にも、酸化物半導体層成膜後であれば、酸化物半導体
層上にソース電極層及びドレイン電極層を積層させた後、あるいは、ソース電極層及びド
レイン電極層上に絶縁層を形成した後、のいずれのタイミングで行っても良い。
【０１８７】
また、ゲート絶縁層２５０７にコンタクトホールを形成する場合、その工程は酸化物半導
体膜２５３０に第１の加熱処理を行う前でも行った後に行ってもよい。
【０１８８】
また、酸化物半導体を２回に分けて成膜し、２回に分けて加熱処理を行って結晶化した酸
化物半導体層を用いても良い。この様な工程を行うことで、下地部材を問わず、膜表面に
垂直にｃ軸配向した膜厚の厚い結晶領域（単結晶領域）を形成することができる。例えば
、３ｎｍ以上１５ｎｍ以下の第１の酸化物半導体膜を成膜し、窒素、酸素、希ガス、また
は乾燥空気の雰囲気下で４５０℃以上８５０℃以下、好ましくは５５０℃以上７５０℃以
下の第１の加熱処理を行い、表面を含む領域に結晶領域（板状結晶を含む）を有する第１
の酸化物半導体膜を形成する。そして、第１の酸化物半導体膜よりも厚い第２の酸化物半
導体膜を形成し、４５０℃以上８５０℃以下、好ましくは６００℃以上７００℃以下の第
２の加熱処理を行う。この工程により、第１の酸化物半導体膜が種結晶となり、第２の酸
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化物半導体膜全体を下部から上部に向かって結晶成長させることができ、結果として膜厚
の厚い結晶領域を有する酸化物半導体層が形成される。
【０１８９】
次いで、ゲート絶縁層２５０７、及び酸化物半導体層２５３１上に、ソース電極層及びド
レイン電極層（これと同じ層で形成される配線を含む）となる導電膜を形成する。ソース
電極層、及びドレイン電極層に用いる導電膜としては、実施の形態３に示したソース電極
層２４０５ａ、ドレイン電極層２４０５ｂに用いる材料を用いることができる。
【０１９０】
第３のフォトリソグラフィ工程により導電膜上にレジストマスクを形成し、選択的にエッ
チングを行ってソース電極層２５１５ａ、ドレイン電極層２５１５ｂを形成した後、レジ
ストマスクを除去する（図１３（Ｃ）参照）。
【０１９１】
第３のフォトリソグラフィ工程でのレジストマスク形成時の露光には、紫外線やＫｒＦレ
ーザ光やＡｒＦレーザ光を用いるとよい。酸化物半導体層２５３１上で隣り合うソース電
極層の下端部とドレイン電極層の下端部との間隔幅によって後に形成されるトランジスタ
のチャネル長Ｌが決定される。なお、チャネル長Ｌ＝２５ｎｍ未満の場合には、数ｎｍ～
数１０ｎｍと極めて波長が短い超紫外線（Ｅｘｔｒｅｍｅ　Ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ）を
用いて第３のフォトリソグラフィ工程でのレジストマスク形成時の露光を行うとよい。超
紫外線による露光は、解像度が高く焦点深度も大きい。従って、後に形成されるトランジ
スタのチャネル長Ｌを１０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下とすることも可能であり、回路の動
作速度を高速化でき、さらにオフ電流値が極めて小さいため、低消費電力化も図ることが
できる。
【０１９２】
また、フォトリソグラフィ工程で用いるフォトマスク数及び工程数を削減するため、多階
調マスクによって形成されたレジストマスクを用いてエッチング工程を行ってもよい。透
過した光が複数の強度となる多階調マスクを用いて形成したレジストマスクは複数の膜厚
を有する形状となる。該レジストマスクは、アッシングを行うことで形状を変形すること
ができるため、一回のフォトリソグラフィ工程で異なるパターンに加工する複数のエッチ
ング工程を行うことができる。従って、露光マスク数を削減することができ、対応するフ
ォトリソグラフィ工程も削減できるため、工程の簡略化が可能となる。
【０１９３】
なお、導電膜のエッチングの際に、酸化物半導体層２５３１がエッチングされ、分断する
ことのないようエッチング条件を最適化することが望まれる。しかしながら、導電膜のみ
をエッチングし、酸化物半導体層２５３１を全くエッチングしないという条件を得ること
は難しく、導電膜のエッチングの際に酸化物半導体層２５３１は一部のみがエッチングさ
れ、溝部（凹部）を有する酸化物半導体層となることもある。
【０１９４】
本実施の形態では、導電膜としてＴｉ膜を用い、酸化物半導体層２５３１にはＩｎ－Ｇａ
－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体を用いるため、エッチャントには過水アンモニア水（アンモニ
ア、水、過酸化水素水の混合液）を用いると良い。
【０１９５】
次いで、酸化物半導体層の一部に接する保護絶縁膜となる絶縁層２５１６を形成する。こ
の絶縁層２５１６を形成する前にＮ２Ｏ、Ｎ２、またはＡｒなどのガスを用いたプラズマ
処理を行い、露出している酸化物半導体層の表面に付着した吸着水などを除去してもよい
。
【０１９６】
絶縁層２５１６は、少なくとも１ｎｍ以上の膜厚とし、スパッタ法など、絶縁層２５１６
に水、水素等の不純物を混入させない方法を適宜用いて形成することができる。絶縁層２
５１６に水素が含まれると、その水素が酸化物半導体層に侵入する現象や、水素が酸化物
半導体層中の酸素を引き抜く現象が生じることがある。この場合、酸化物半導体層のバッ
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クチャネル側が低抵抗化（ｎ型化）してしまい、寄生チャネルが形成されることがある。
従って、絶縁層２５１６は、水素及び水素を含む不純物が含まれない手段を用いて成膜す
ることが重要である。
【０１９７】
本実施の形態では、絶縁層２５１６として膜厚２００ｎｍの酸化シリコン膜をスパッタ法
を用いて成膜する。成膜時の基板温度は、室温以上３００℃以下とすればよく、本実施の
形態では１００℃とする。酸化シリコン膜のスパッタ法による成膜は、希ガス（代表的に
はアルゴン）雰囲気下、酸素雰囲気下、または希ガスと酸素の混合雰囲気下において行う
ことができる。また、ターゲットとして酸化シリコンターゲットまたはシリコンターゲッ
トを用いることができる。例えば、シリコンターゲットを用いて、酸素を含む雰囲気下で
スパッタ法により酸化シリコンを形成することができる。酸化物半導体層に接して形成す
る絶縁層２５１６には、水分や、水素イオンや、ＯＨ－などの不純物をほとんど含まず、
これらが外部から侵入することをブロックする無機絶縁膜を用いることが好ましい。代表
的には酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、酸化アルミニウム膜、または酸化窒化アル
ミニウム膜などを用いることができる。
【０１９８】
酸化物半導体膜２５３０の成膜時と同様に、絶縁層２５１６の成膜室内の残留水分を除去
するためには、吸着型の真空ポンプ（クライオポンプなど）を用いることが好ましい。ク
ライオポンプを用いて排気した成膜室で成膜した絶縁層２５１６は、膜中に含まれる不純
物の濃度を低減することができる。また、絶縁層２５１６の成膜室内の残留水分を除去す
るための排気手段としては、ターボ分子ポンプにコールドトラップを加えたものであって
もよい。
【０１９９】
絶縁層２５１６を、成膜する際に用いるスパッタガスは水素、水、水酸基又は水素化物な
どの不純物が除去された高純度ガスを用いることが好ましい。
【０２００】
次いで、不活性ガス雰囲気下、または酸素ガス雰囲気下で第２の加熱処理（好ましくは２
００℃以上４００℃以下、例えば２５０℃以上３５０℃以下）を行う。例えば、窒素雰囲
気下で２５０℃、１時間の第２の加熱処理を行う。第２の加熱処理を行うと、酸化物半導
体層の一部（チャネル形成領域）は絶縁層２５１６と接した状態で昇温される。
【０２０１】
以上の工程を経ることによって、酸化物半導体膜に対して第１の加熱処理を行って水素、
水、水酸基又は水素化物（水素化合物ともいう）などの不純物と同時に減少してしまった
酸化物半導体を構成する主成分材料の一つである酸素を供給することができる。従って、
酸化物半導体層は高純度化され電気的にｉ型（真性）化する。
【０２０２】
以上の工程でトランジスタ２５１０が形成される（図１３（Ｄ）参照）。
【０２０３】
また、酸化物絶縁層に欠陥を多く含む酸化シリコン層を用いると、酸化シリコン層形成後
の加熱処理によって酸化物半導体層中に含まれる水素、水、水酸基又は水素化物などの不
純物を酸化シリコン層中に拡散させることができる。つまり、酸化物半導体層中に含まれ
る該不純物をより低減させる効果を奏する。
【０２０４】
絶縁層２５１６上にさらに保護絶縁層２５０６を形成してもよい。例えば、ＲＦスパッタ
法を用いて窒化シリコン膜を形成する。ＲＦスパッタ法は、量産性が良いため、保護絶縁
層の成膜方法として好ましい。保護絶縁層には、水分などの不純物をほとんど含まず、更
にこれらの外部からの侵入を防ぐことのできる無機絶縁膜である窒化シリコン膜、窒化ア
ルミニウム膜などを用いると良い。本実施の形態では、保護絶縁層２５０６に窒化シリコ
ン膜を用いる（図１３（Ｅ）参照）。
【０２０５】
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保護絶縁層２５０６に用いる窒化シリコン膜は、絶縁層２５１６まで形成された基板２５
０５を１００℃以上４００℃以下の温度に加熱し、水素及び水が除去された高純度窒素を
含むスパッタガスを導入し、シリコンのターゲットを用いて成膜する。この場合において
も、絶縁層２５１６と同様に、処理室内の残留水分を除去しつつ保護絶縁層２５０６を成
膜することが好ましい。
【０２０６】
保護絶縁層の形成後、さらに大気中で１００℃以上２００℃以下、１時間以上３０時間以
下での加熱処理を行ってもよい。この加熱処理は一定の加熱温度を保持して加熱してもよ
いし、室温から加熱温度への昇温と加熱温度から室温までの降温を１サイクルとする処理
を複数回繰り返して行ってもよい。
【０２０７】
このように、本実施の形態を用いて作製した、高純度化された酸化物半導体層を含むトラ
ンジスタを用いることにより、オフ状態における電流値（オフ電流値）をより低くするこ
とができる。従って、表示装置の画素電位の保持時間を長くすることができ、リフレッシ
ュ動作の頻度をより少なくすることができるため、消費電力を抑制する効果を高くできる
。
【０２０８】
また、高純度化された酸化物半導体層を含むトランジスタは、高い電界効果移動度が得ら
れるため、高速駆動が可能である。よって、液晶表示装置の画素部に該トランジスタを用
いることで、高画質な画像を提供することができる。また、該トランジスタを用いて、同
一基板上に駆動回路部を作製することができるため、液晶表示装置の部品点数を削減する
ことができる。
【０２０９】
本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。
【０２１０】
（実施の形態５）
本実施の形態では、半透過型液晶表示装置の１画素当たりの反射光量と透過光量を向上せ
しめる画素構成について、図１４、図１５、及び図１６を用いて説明する。
【０２１１】
図１４は、本実施の形態で示す画素の平面構成を説明するための図である。図１５（Ａ）
、図１５（Ｂ）は、図１４における一点破線で示したＸ１－Ｘ２部、及びＹ１－Ｙ２部の
断面構成を示している。本実施の形態で説明する画素は、基板１８００上に、画素電極部
には透光性導電層１８２３、絶縁膜１８２４及び反射電極１８２５が積層されており、絶
縁膜１８２７、絶縁膜１８２８、及び有機樹脂膜１８２２に設けられたコンタクトホール
１８５５で、透光性導電層１８２３と反射電極１８２５がトランジスタ１８５１のドレイ
ン電極１８５７に接続されている。ドレイン電極１８５７は、ゲート絶縁膜１８２９を介
して容量配線１８５３と重畳し、保持容量１８７１を構成している（図１５（Ａ）参照）
。
【０２１２】
トランジスタ１８５１のゲート電極１８５８は、配線１８５２に接続されており、ソース
電極１８５６は、配線１８５４に接続されている。トランジスタ１８５１は、他の実施の
形態で説明したトランジスタを用いることができる。
【０２１３】
反射電極１８２５により外光を反射することで、画素電極を反射型液晶表示装置の画素電
極として機能させることができる。反射電極１８２５には複数の開口部１８２６が設けら
れている。開口部１８２６には反射電極１８２５が存在せず、構造体１８２０及び透光性
導電層１８２３が突出している。開口部１８２６から、バックライトの光を透過させるこ
とで、画素電極を透過型液晶表示装置の画素電極として機能させることができる。
【０２１４】
また、図１６は、図１５（Ｂ）とは異なる例を示す断面図であり、開口部１８２６におい
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て、構造体１８２０及び透光性導電層１８２３が突出していない構造を有する本発明の一
態様である。図１５（Ｂ）では、バックライト射出光口１８４１と開口部１８２６はほぼ
同一サイズであるのに対して、図１６では、バックライト射出光口１８４１のサイズと開
口部１８２６のサイズが異なり、バックライト入射光口１８４２からの距離も異なる。従
って図１６と比較して図１５（Ｂ）のほうが透過領域の面積を大きくすることができ、好
ましい断面形状と言える。
【０２１５】
開口部１８２６の下層には、開口部１８２６と重畳して構造体１８２０が形成されている
。図１５（Ｂ）は、図１４におけるＹ１－Ｙ２部の断面図であり、画素電極と構造体１８
２０の構成を示している。図１５（Ｃ）は、部位１８８０の拡大図であり、図１５（Ｄ）
は、部位１８８１の拡大図である。
【０２１６】
反射光１８３２は、反射電極１８２５で反射された外光を示している。有機樹脂膜１８２
２は、上面に凹凸状の湾曲面を有している。反射電極１８２５にその凹凸形状の湾曲面を
反映させることで、反射領域の面積を増やし、また、表示映像以外の写り込みが軽減され
るため、表示映像の視認性を高めることができる。断面形状において湾曲面を有する反射
電極１８２５の最も屈曲している点から、相対向する２つの傾斜面がなす角度θＲは、９
０°以上、好ましくは１００°以上１２０°以下とするとよい（図１５（Ｄ）参照）。
【０２１７】
構造体１８２０は、開口部１８２６側にバックライト射出光口１８４１を有し、バックラ
イト（図示せず）側にバックライト入射光口１８４２を有している。また、構造体１８２
０の上部は、反射電極１８２５の表面よりも上方に位置し、反射電極の端部よりも突出し
た形状をしている。この構造体１８２０の上面と反射電極１８２５の上端部との距離Ｈは
、０．１μｍ以上３μｍ以下、好ましくは０．３μｍ以上２μｍ以下とする。また、バッ
クライト射出光口１８４１の面積よりも、バックライト入射光口１８４２の面積が大きく
形成されている。構造体１８２０の側面（バックライト射出光口１８４１とバックライト
入射光口１８４２以外の面）には、反射層１８２１が形成されている。構造体１８２０は
、酸化珪素（ＳｉＯｘ）、窒化珪素（ＳｉＮｘ）、酸化窒化珪素（ＳｉＮＯ）などの、透
光性を有する材料を用いることができる。反射層１８２１は、アルミニウム（Ａｌ）や銀
（Ａｇ）などの、光の反射率が高い材料を用いることができる。
【０２１８】
バックライトから発せられた透過光１８３１は、バックライト入射光口１８４２を通って
構造体１８２０に入射する。入射した透過光１８３１の一部はそのままバックライト射出
光口１８４１から射出されるが、一部は反射層１８２１によりバックライト射出光口１８
４１に向かって反射され、一部はさらに反射して、バックライト入射光口１８４２へ戻っ
てしまう。
【０２１９】
この時、構造体１８２０のバックライト射出光口１８４１とバックライト入射光口１８４
２を通る構造体１８２０の断面形状を見ると、左右に相対向する側面は傾斜面となってい
る。それぞれの側面のなす角度θＴを、９０°未満、好ましくは１０°以上６０°以下と
することで、バックライト入射光口１８４２から入射した透過光１８３１を効率よくバッ
クライト射出光口１８４１へ導くことができる。
【０２２０】
従来の半透過型液晶表示装置では、画素電極部のうち、反射電極として機能する電極面積
をＳＲ、透過電極として機能する電極面積（開口部１８２６の面積）をＳＴとした場合、
両電極の合計面積が１００％（ＳＲ＋ＳＴ＝１００％）となる。本実施の形態で示した画
素構成を有する半透過型液晶表示装置は、透過電極として機能する電極面積ＳＴが、バッ
クライト入射光口１８４２の面積に相当するため、開口部１８２６の面積を大きくする、
または、バックライトの輝度を上げたりすることなく、透過光量を向上させることができ
る。つまり、見かけ上の電極面積ＳＲと電極面積ＳＴの合計面積を１００％以上とするこ
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とができる。
【０２２１】
本実施の形態を用いることで、消費電力を増やさずにより明るく表示品位の良い半透過型
液晶表示装置を得ることができる。
【０２２２】
本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。
【０２２３】
（実施の形態６）
本実施の形態においては、上記実施の形態で説明した液晶表示装置を具備する電子機器の
例について説明する。
【０２２４】
なお、本形態は本発明の一態様における表示装置及びその駆動方法が適用できる一例を説
明するものであり、本発明の一態様は静止画の表示機能を有するその他の表示装置にも適
用できる。
【０２２５】
図１７（Ａ）は電子書籍（Ｅ－ｂｏｏｋともいう）であり、筐体９６３０、表示部９６３
１、操作キー９６３２、太陽電池９６３３、充放電制御回路９６３４を有することができ
る。太陽電池９６３３と、表示パネルとを開閉自在に装着しており、太陽電池からの電力
を表示パネル、バックライト部、または画像処理回路に供給する電子書籍である。図１７
（Ａ）に示した電子書籍は、様々な情報（静止画、動画、テキスト画像など）を表示する
機能、カレンダー、日付又は時刻などを表示部に表示する機能、表示部に表示した情報を
操作又は編集する機能、様々なソフトウエア（プログラム）によって処理を制御する機能
、等を有することができる。なお、図１７（Ａ）では充放電制御回路９６３４の一例とし
てバッテリー９６３５、ＤＣＤＣコンバータ（以下、コンバータ９６３６と略記）を有す
る構成について示している。
【０２２６】
図１７（Ａ）に示す構成とすることにより、表示部９６３１として半透過型の液晶表示装
置を用いる場合、比較的明るい状況下での使用も予想され、太陽電池９６３３による発電
、及びバッテリー９６３５での充電を効率よく行うことができ、好適である。なお太陽電
池９６３３は、筐体９６３０の表面及び裏面に効率的なバッテリー９６３５の充電を行う
構成とすることができるため好適である。なおバッテリー９６３５としては、リチウムイ
オン電池を用いると、小型化を図れる等の利点がある。
【０２２７】
また図１７（Ａ）に示す充放電制御回路９６３４の構成、及び動作について図１７（Ｂ）
にブロック図を示し説明する。図１７（Ｂ）には、太陽電池９６３３、バッテリー９６３
５、コンバータ９６３６、コンバータ９６３７、スイッチＳＷ１乃至ＳＷ３、表示部９６
３１について示しており、バッテリー９６３５、コンバータ９６３６、コンバータ９６３
７、スイッチＳＷ１乃至ＳＷ３が充放電制御回路９６３４に対応する箇所となる。
【０２２８】
まず外光により太陽電池９６３３により発電がされる場合の動作の例について説明する。
太陽電池で発電した電力は、バッテリー９６３５を充電するための電圧となるようコンバ
ータ９６３６で昇圧または降圧がなされる。そして、表示部９６３１の動作に太陽電池９
６３３からの電力が用いられる際にはスイッチＳＷ１をオンにし、コンバータ９６３７で
表示部９６３１に必要な電圧に昇圧または降圧をすることとなる。また、表示部９６３１
での表示を行わない際には、ＳＷ１をオフにし、ＳＷ２をオンにしてバッテリー９６３５
の充電を行う構成とすればよい。
【０２２９】
次いで外光により太陽電池９６３３により発電がされない場合の動作の例について説明す
る。バッテリー９６３５に蓄電された電力は、スイッチＳＷ３をオンにすることでコンバ
ータ９６３７により昇圧または降圧がなされる。そして、表示部９６３１の動作にバッテ
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リー９６３５からの電力が用いられることとなる。
【０２３０】
なお太陽電池９６３３については、充電手段の一例として示したが、他の手段によるバッ
テリー９６３５の充電を行う構成であってもよい。また他の充電手段を組み合わせて行う
構成としてもよい。
【０２３１】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【符号の説明】
【０２３２】
１００　　表示装置
１１０　　画像処理回路
１１１　　記憶回路
１１１ｂ　　フレームメモリ
１１２　　比較回路
１１３　　表示制御回路
１１５　　選択回路
１１６　　光センサ
１１７　　光センサ
１２０　　表示パネル
１２１　　駆動回路部
１２１Ａ　　ゲート線駆動回路
１２１Ｂ　　信号線駆動回路
１２２　　画素部
１２３　　画素
１２４　　ゲート線
１２５　　信号線
１２６　　端子部
１２６Ａ　　端子
１２６Ｂ　　端子
１２７　　スイッチング素子
１２８　　共通電極部
１３０　　バックライト部
２１０　　容量素子
２１４　　トランジスタ
２１５　　表示素子
４０１　　期間
４０２　　期間
４０３　　期間
４０４　　期間
６０１　　期間
６０２　　期間
６０３　　期間
６０４　　期間
７００　　筐体
７１０　　基板
７２０　　基板
７３０　　液晶層
７４０　　バックライト部
７５０　　光センサ
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７６０　　領域
７７０　　開口部
７８０　　導光板
８００　　筐体
８１０　　基板
８２０　　基板
８３０　　液晶層
８４０　　バックライト部
８５０ａ　　光センサ
８５０ｂ　　光センサ
８６０　　領域
８７０　　開口部
１１２０　　表示パネル
１１２５ａ　　偏光板
１１２５ｂ　　偏光板
１１２６　　ＦＰＣ（フレキシブルプリントサーキット）
１１３０　　バックライト部
１１３３　　ＬＥＤ
１１３４　　拡散板
１１３５　　光
１１３９　　外光
１１９０　　液晶表示モジュール
１４０１　　ゲート電極層
１４０２　　ゲート絶縁層
１４０３　　半導体層
１４０５ａ　　ソース電極層又はドレイン電極層
１４０５ｂ　　ソース電極層又はドレイン電極層
１４０７　　絶縁膜
１４０８　　容量配線層
１４０９　　絶縁膜
１４１３　　層間膜
１４１６　　着色層
１４４１　　基板
１４４２　　基板
１４４４　　液晶層
１４４６　　反射電極層
１４４７　　透光性導電層
１４４８　　共通電極層
１４４９　　導電層
１４５０　　トランジスタ
１４６０ａ　　配向膜
１４６０ｂ　　配向膜
１４７０　　カラーフィルタ
１４８０　　絶縁層
１４８２　　絶縁層
１４９８　　反射領域
１４９９　　透過領域
１８００　　基板
１８２０　　構造体
１８２１　　反射層
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１８２２　　有機樹脂膜
１８２３　　透光性導電層
１８２４　　絶縁膜
１８２５　　反射電極
１８２６　　開口部
１８２７　　絶縁膜
１８２８　　絶縁膜
１８２９　　ゲート絶縁膜
１８３１　　透過光
１８３２　　反射光
１８４１　　バックライト射出光口
１８４２　　バックライト入射光口
１８５１　　トランジスタ
１８５２　　配線
１８５３　　容量配線
１８５４　　配線
１８５５　　コンタクトホール
１８５６　　ソース電極
１８５７　　ドレイン電極
１８５８　　ゲート電極
１８７１　　保持容量
１８８０　　部位
１８８１　　部位
２４００　　基板
２４０１　　ゲート電極層
２４０２　　ゲート絶縁層
２４０３　　酸化物半導体層
２４０５ａ　　ソース電極層
２４０５ｂ　　ドレイン電極層
２４０７　　絶縁層
２４０９　　保護絶縁層
２４１０　　トランジスタ
２４２０　　トランジスタ
２４２７　　絶縁層
２４３０　　トランジスタ
２４３６ａ　　配線層
２４３６ｂ　　配線層
２４３７　　絶縁層
２４４０　　トランジスタ
２５０５　　基板
２５０６　　保護絶縁層
２５０７　　ゲート絶縁層
２５１０　　トランジスタ
２５１１　　ゲート電極層
２５１５ａ　　ソース電極層
２５１５ｂ　　ドレイン電極層
２５１６　　絶縁層
２５３０　　酸化物半導体膜
２５３１　　酸化物半導体層
９６３０　　筐体
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９６３１　　表示部
９６３２　　操作キー
９６３３　　太陽電池
９６３４　　充放電制御回路
９６３５　　バッテリー
９６３６　　コンバータ
９６３７　　コンバータ

【図１】 【図２】
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